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２ ハード連携シミュレーション 

 ① ハード連携シミュレーションに係る関係自治体ヒアリング等 

【趣旨】 

   浄水場集約ケース、水源活用ケースのシミュレーションでは、道が、浄水場や水源に関する情報を基

に、浄水場間や浄水場と水源間の距離、更新時期、施設能力などの条件を設定して対象浄水場の抽出な

どを行ったことから、関係自治体に対して、シミュレーションの内容を説明するとともに、使用した情

報の確認や今後の整備方針などを含めてヒアリングを実施した。 

【実施対象】 

   対象浄水場を保有する92の関係自治体 

【実施時期】 

   令和４年３月～７月 

【実施結果】 

   ヒアリングの結果、次のような意見が出され、シミュレーション結果の修正や抽出除外等の必要な調

整を行った。 

   ○主な意見 

・浄水場の供用開始年度や更新年度が実際と異なる。 

・未普及地域の解消や大口需要者の専用水道からの切替に伴う水需要の増加、営農用の水需要の

増加などの予定があり、水量面で余力は見込めない。 

・経営戦略等により単独で浄水場を整備する方針。 

・自治体内の浄水場を集約する方針。 

・自治体の方針と合致した内容。 

・今後は具体的に広域連携を進めるため、道が間に入って地域毎に詳細な内容を検討する場を設

けてほしい。 など 

   ○シミュレーション結果の調整 

・浄水場集約ケース： 調整前73組 → 調整後31組（抽出除外43組、追加１組、修正２組） 

・水源活用ケースＣ： 調整前32組 → 調整後25組（抽出除外７組） 

・水源活用ケースＤ： 調整前 ４組 → 調整後 ３組（抽出除外１組、修正１組） 
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② 浄水場集約ケース・水源活用ケースの経費の算定方法や反映する財政措置 

  浄水場集約ケースのパターン１及び２の経費算定方法 

※1 Ｙの浄水場(b)に係るＸの負担額は、配管等の移設補償費算定に一般的に用いられる減耗分相当額算定式（下記）を用いる。 
・ 減耗分相当額＝B×（（1-R）×n／（ｎ+ｎ’）） 

ここで、Ｂ：Yの浄水場（ｂ）建設費、Ｒ：法定耐用年数（60年）満了時における残価率（=0） 
ｎ：共同化時におけるYの浄水場（ｂ）の経過年数（ただし 60年以上の場合は 60） 
ｎ’：Ｙの浄水場(b)の法定耐用年数までの残存耐用年数（＝法定耐用年数60－n） 

以上から 
・ 減耗分相当額＝B×（（1-R）×n／（ｎ+ｎ’））＝B×（（1-0）×n／（n＋60-n））＝Ｂ×ｎ／60  

※2 なお、水の使用に係る負担額（いわゆる受水費）は、自治体間の協議により決定するものであるため、本シミュレーシ
ョンでは考慮しないものとする。 

⇒上表において、（ア）’＞（イ）’の場合に削減効果ありとし、（イ）’－（ア）’を効果額とする。  

 

 

 

自
治
体 

費
目 

単独更新 集約化 
摘要 

 

X 

建

設

費 

73
年 

Ｘ浄水場(a)’
の建設費 
 

連絡管等建設費 連絡管＋ポンプ場 

残存 
期間 
73-ｎ
年 

Ｙの浄水場 (b)に係るＸ負担額※１、※２ 

＝（(b)浄水場建設費－減耗分相当額）×

Ｘの使用水量割合 

＝（Ｂ－Ｂ×ｎ／60）×Ｘ使用水量割合 
ただし n≧60年の場合には負担額は 0と
する。 

浄水場等建設費は厚労
省費用関数による 

共同 
期間 
ｎ年 

共同浄水場(c)に係るX使用水量見合 
＝(c)浄水場建設費×Ｘ使用水量割合×
Xの(a)浄水場の実使用年数到達までの
期間割合n/73 

運
営
管
理
費 

浄水場(a)’維持管理
費×73年 

浄水場(c)維持管理費のＸ使用水量相当×73年 令和２年度業務（ソフト連
携）の費用関数による 

上記に係る動力費、
薬品費 

上記に係る動力費、薬品費＋連絡用ポンプ動力費 自治体ヒアリング及び概
略施設計画による 

計1 （ア） （イ）  

財政措置を考慮  

計2 （ア）’ （イ）’  

Ｙ 

建

設

費 

73
年 

Y浄水場(b)’
の建設費 
 

残存 
期間 
73-ｎ
年 

▲Ｙ浄水場 (b)に係るＸの負担額※１、※２ 
浄水場等建設費は厚労
省費用関数による 

73 
年 

共同浄水場(c)建設費の Y 使用水量見合
＝(c)浄水場建設費×Y使用水量割合 

運
営
管
理
費 

浄水場(b)’維持管理
費×73年 

浄水場(c)維持管理費のY使用水量相当×73年 令和２年度業務（ソフト連
携）の費用関数による 

上記に係る動力費、
薬品費 

上記に係る動力費、薬品費 自治体ヒアリングによる 

計1 （ア） （イ）  

財政措置を考慮  

計2 （ア）’ （イ）’  
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浄水場集約ケースのパターン３の経費算定方法 

注記） 上表はXの既存浄水場(a)が実使用年数73年を満たさず共同浄水場(c)を建設した場合。 
※１ ｎ：共同浄水場（ｃ）新設時におけるＸの浄水場(a)の経過年数。ただし、原則ｎ≧60。 

⇒上表において、（ア）’＞（イ）’の場合に効果ありとし、（イ）’－（ア）’を効果額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自
治
体 

費
目 

単独更新 集約化 摘要 

X 

建
設
費 

Xの浄水場(a)’の建設費× 

浄水場(a)’の実使用年数までの

割合 ｎ/73※１ 

連絡管等建設費 連絡管＋ポンプ場 

共同浄水場(c)建設費×Xの使用

水量割合 

浄水場等建設費は厚労省

費用関数による 

運
営
管
理
費 

浄水場(a)維持管理費×(73-ｎ)年 

浄水場(a)’維持管理費×ｎ年 

浄水場(c)維持管理費のＸ使用水

量相当分×73年 

令和２年度業務（ソフト連

携）の費用関数による 

上記に係る動力費、薬品費 上記に係る動力費、薬品費 

＋連絡用ポンプ動力費 

自治体ヒアリング及び概略

施設計画による 

計1 （ア） （イ）  

     財政措置を考慮  

計2 （ア）’ （イ）’  

Y 

建
設
費 

Ｙの浄水場(ｂ)’の建設費 

 

連絡管等建設費 連絡管＋ポンプ場 

共同浄水場(c)建設費×Ｙの使用

水量割合 

浄水場等建設費は厚労省

費用関数による 

運
営
管
理
費 

浄水場(ｂ)’維持管理費×73年 浄水場(c)維持管理費のY使用水

量相当×73年 

令和２年度業務（ソフト連

携）の費用関数による 

上記に係る動力費、薬品費 上記に係る動力費、薬品費 

＋連絡用ポンプ動力費 

自治体ヒアリング及び概略

施設計画による 

計1 （ア） （イ）  

     財政措置を考慮  

計2 （ア）’ （イ）’  
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水源活用ケースＣの経費算定方法 

 現状更新 浄水方式転換 摘要 

建

設

費 

浄水場(d)（急速等）建設費（更新） 
浄水場（ｅ）（ろ過なし等）建設費 浄水場建設費、地下水開発費

は厚労省費用関数による 
地下水開発費（井戸、導水管費用等） 

運
営
管
理
費 

浄水場（d）（急速等）維持管理費

×73年 

浄水場（ｅ）（ろ過なし等）維持管理費 

×73年 

令和２年度業務（ソフト連携）
の費用関数による 

上記に係る動力費、薬品費 上記に係る動力費、薬品費 自治体ヒアリングによる 

計１ （ア） （イ）  

財政措置を考慮  

計２ （ア）’ （イ）’  

⇒上表において、（ア）’＞（イ）’の場合に効果ありとし、（イ）’－（ア）’を効果額とする。 

 

 

水源活用ケースＤの経費算定方法 

 現状更新 分散配置 摘要 

建

設

費 

飛地等までの連絡管更新費 

（期間内に 73/60回※1） 

飛地等の浄水場(ｆ)（ろ過なし等）建設費 浄水場建設費、地下水開
発費は厚労省費用関数に
よる 

地下水開発費（井戸、導水管費用等） 

浄水場(d)（急速等）建設費（更新） 浄水場(ｇ)（急速等）建設費（更新） 

運

営

管

理

費 

浄水場(d)（急速等）維持管理費×

73年 

※管の維持費は考慮しない 

飛地等の浄水場(ｆ)（ろ過なし等）維持管

理費×73年 
令和２年度業務（ソフト連
携）の費用関数による 

浄水場(ｇ)（急速等）維持管理費×73年 

上記に係る動力費、薬品費 上記に係る動力費、薬品費  自治体ヒアリングによる 

計１ （ア） （イ）  

財政措置を考慮  

計２ （ア）’ （イ）’  

※1 令和元年度業務での更新周期設定（総論 67 項）と同様に、「アセットマネジメント簡易支援ツール（厚生労働省）」の「実使用年

数に基づく更新基準の設定例」より、管路施設（ＤＩＰ・ＳＰ以外）の実使用年数から 60年とする。 

⇒上表において、（ア）’＞（イ）’の場合に効果ありとし、（イ）’－（ア）’を効果額とする。 
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効果算定に反映する国庫補助や交付税措置などの財政措置 

 

国庫補助事業区分 
国庫補助 
採択基準 

補助
率 

地方財政措置 

効果の算定への反映 

大
事
項 

中
事
項 

小事項 国庫補助 
地方財政
措置 

国
庫
補
助
事
業 

水
道
事
業
運
営
基
盤
強
化
推
進
等
事
業 

水
道
事
業
運
営
基
盤
強
化
推
進
事
業 

広域化事業 

事業開始後５年以内に事業
統合または経営の一体化を
実現する簡水、上水、用水
供給事業者が行うもの 
市町村を越えて３以上（半
島、離島、過疎地域におい
ては２以上）の広域化、かつ
給水人口５万人以上など資
本費要件あり 

1/3 

地方負担額の
1/2を一般会計
出資債、その
60％に交付税
措置 

× 
※1 

× 
※1 

運営基盤強
化等事業 

広域化事業に係る運営基盤
強化のための施設整備 

1/3 
× 
※1 

× 
※1 

水道施設共
同化事業 

将来的に３事業体以上で事
業統合または経営の一体化
をする２事業体以上の広域
化で上水、用水供給事業者
が行うもの 
資本費要件あり 

1/3 
× 
※1 

× 
※1 

水道施設再
編整備推進
事業 

同一系統において３施設以
上の廃止を伴う施設の統合
整備事業 
資本費要件あり 

1/3 × 〇  

水
道
施
設
等
耐
震
化
事
業 

生
活
基
盤
近
代
化
事
業 

基幹改良 

簡易水道施設の更新等 
1/4 
1/3 
など 

企業債元利償
還金の 55/100
に交付税措置 

〇 ○ 

旧簡易水道施設の更新等 
※2 

1/4 
1/3 
など 

企業債元利償
還金の 25/100
に交付税措置 

〇 ○ 

地
方
単
独
事
業 

水道広域化プランに基づき実施する地方単独事業 
（プラン策定前の場合は都道府県による「確認書」） 

地方負担額の
1/2を一般会計
出資債、その
60％に交付税
措置 

 
〇 
※3 

簡易水道の建設改良に要する経費 
企業債元利償
還金の 55/100
に交付税措置 

 〇 

簡易水道施設（旧簡易水道施設を含む※2）に係る過疎債 
元利償還金の
70％に交付税
措置 

 ○ 

※1 現時点で確実に見込まれる事業統合または経営の一体化がないため、本シミュレーションでは見込まない。 
※2 「令和３年度の地方公営企業繰出金について」（通知）（令和３年４月１日総財公第 27 号）第１の８（２）に掲げる旧簡易水道の施

設。 
※3 企業団の場合には、便宜上、企業団に交付税措置されるものとみなす。ただし、用水供給事業者とその構成自治体との広域連

携においては、連絡管、浄水場は交付税措置の対象外。また、共同浄水場は交付税措置の対象であるが、本シミュレーションに
おいては用水供給事業者からの用水供給を拡大した場合を想定し、交付税措置は見込まない。 
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国庫補助や交付税措置などの財政措置の効果算定への反映図（上水道事業の場合） 

 
(注1)水道広域化推進プランに基づく事業に要する経費(R3.1.22総務省公営企業課ほか事務連絡の第2の 1(1)①)  
   ただし、用水供給事業者とその構成自治体との広域連携においては、連絡管は交付税措置の対象外（総務省確認済）。 
(注2)簡水を統合した上水道の建設改良に対する地方財政措置（同上事務連絡の第2の 1(3)）の対象自治体。ただし、連絡管(新設) 

は交付税措置の対象外（総務省確認済）。 
(注3)令和4（2022）年度より旧簡水事業の施設整備について、地財措置の対象要件を満たす簡水事業を統合した上水道事業を 

補助対象。 
(注4)令和3（2021）年度より上水道においても旧簡水分は過疎債を充当。  

 

 

 

 

 

 

 

  　   の場合0

【交付税】1/2×0.6=0.3 【交付税】1/2×0.6=0.3

(注3) 上水債 (注3)

（旧簡水分）2/3

  　   の場合0

【交付税】2/3×0.25=0.167 【交付税】1/2×0.6=0.3 【交付税】1/3×0.6＋1/3×0.25=0.283
【国庫補助】1/3=0.333 計0.5 【国庫補助】1/3=0.333 計0.616

  　   の場合0

【交付税】1/2×0.6=0.3 【交付税】1/2×0.6=0.3

(注3) (注4) 上水債 (注3) (注4)過疎債

(旧簡水分)1/3 1/6

0.7 0.25
  　   の場合0 交付税 交付税

【交付税】1/3×0.7＋1/3×0.25=0.317 【交付税】1/2×0.6=0.3
【国庫補助】1/3=0.333 計0.65 【国庫補助】1/3=0.333 計0.691

過
疎
団
体

上
水
道

過
疎
団
体
以
外

旧
簡
水
以
外

①

旧
簡
水
　

(

注
2

)

②

0.6交付税
0.25 (注1)ただし書 0.6
交付税 　　　交付税

【交付税】1/3×0.6＋1/6×0.7+1/6×0.25=0.358

出資債1／2 上水債1／2

0.6交付税
0.6交付税

(注1)ただし書

旧
簡
水
　

(

注
2

)

④

上水債(旧
簡水分)1/6補助1/3 過疎債1/3

旧
簡
水
以
外

③

上水債 出資債1／2 上水債1／2

出資債1／2 上水債1／2 補助1/3 出資債1/3

一
般
会
計
繰
出
1
/
2

一
般
会
計
繰
出
1
/
2

補助
(簡水基幹
改良）

補助
(簡水基幹
改良）

0.7
交付税

一
般
会
計
繰
出
1
/
2

補助
(簡水基幹
改良）

補助
(簡水基幹
改良）

0.6交付税
0.6交付税

0.25交付税 (注1)ただし書 0.25
交付税

一
般
会
計
繰
出
1
/
2

単独更新及び水源活用 広域化推進プランに基づく集約化　(注1)

浄水場 連絡管 共同浄水場

上水債（旧
簡水分）1/3補助1/3 出資債1／2 上水債1／2 補助1/3 出資債1/3

上水債1／2 出資債1／2 上水債1／2

0.6交付税 0.6交付税

(注1)ただし書

上水債 出資債1／2
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国庫補助や交付税措置などの財政措置の効果算定への反映図（簡易水道事業の場合） 

 

(注1)水道広域化推進プランに基づく事業に要する経費(R3.1.22総務省公営企業課ほか事務連絡の第２の１(１)①)  
   ただし、用水供給事業者とその構成自治体との広域連携においては、連絡管は交付税措置の対象外（総務省確認済）。 
(注2)連絡管（新設）は基幹改良に該当しないものとして、本表では補助を見込まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡水債2/3 簡水債2/3

0.55交付税 0.55交付税 0.55交付税

【交付税】2/3×0.55＝0.367 【交付税】0.55 【交付税】2/3×0.55＝0.367
【国庫補助】1/3＝0.333 計0.7 (注2) 【国庫補助】1/3＝0.333 計0.7

過疎債1/3 過疎債1/3

【交付税】1/3×0.55＋1/3×0.7＝0.417 【交付税】1/2×0.55＋1/2×0.7=0.625 【交付税】1/3×0.55＋1/3×0.7＝0.417
【国庫補助】1/3＝0.333 計0.75 (注2) 【国庫補助】1/3＝0.333 計0.75

補助1/3

簡
易
水
道

過
疎
団
体
以
外

⑤

補助1/3 簡水債

0.7
交付税

単独更新及び水源活用 広域化推進プランに基づく集約化　(注1)

浄水場 連絡管 共同浄水場

簡水債1/3

補助
(簡水基幹
改良）

補助
(簡水基幹
改良）

0.55
交付税

0.7
交付税

0.55交付税 0.7交付税 0.55
交付税

補助1/3

補助
(簡水基幹
改良）

補助
(簡水基幹
改良）

過
疎
団
体

⑥

補助1/3 簡水債1/3 簡水債1/2 過疎債1／2
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、
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)÷

単
独

更
新

時
の

経
費

×
1
0
0

※
効

果
レ

ベ
ル

は
効

果
の

可
能

性
の

指
標

で
連

携
の

実
現

可
能

性
を

表
す

も
の

で
は

　
な

い
(次

項
以

降
参

照
)。

N
o
.

事
業

体
名

浄
水

場
名

浄
水

方
式

地
域

事
業

体
名

浄
水

場
名

（
分

水
施

設
名

）
浄

水
方

式

効
果

額
率

効
果

額
率

効
果

額
率

(百
万

円
)

(％
）

(百
万

円
)

(％
）

(百
万

円
)

(％
）

空
知

・
石

狩
1

2
0
4
9

岩
見

沢
月

新
水

道
企

業
団

月
新

浄
水

場
急

速
ろ

過
方

式
江

別
石

狩
西

部
広

域
水

道
企

業
団

当
別

浄
水

場
急

速
ろ

過
方

式
▲

 6
0
4

▲
 1

5
.4

▲
 1

,9
5
5

▲
 2

3
.2

▲
 2

,5
5
9

▲
 2

0
.7

Ｓ

2
2
0
6
7

千
歳

長
幌

上
水

道
企

業
団

第
1
浄

水
場

膜
ろ

過
方

式
岩

見
沢

栗
山

町
桜

山
浄

水
場

急
速

ろ
過

方
式

▲
 6

9
2

▲
 2

1
.2

▲
 1

,5
3
4

▲
 3

7
.6

▲
 2

,2
2
6

▲
 3

0
.3

Ｓ

後
志

3
2
0
4
9

倶
知

安
島

牧
村

本
目

浄
水

場
急

速
ろ

過
方

式
倶

知
安

黒
松

内
町

市
街

地
区

浄
水

場
緩

速
ろ

過
方

式
6
2
7

8
1
.5

▲
 1

5
0

▲
 1

5
.7

4
7
7

2
7
.6

Ｃ

4
2
0
6
5

倶
知

安
余

市
町

豊
丘

浄
水

場
急

速
ろ

過
方

式
倶

知
安

古
平

町
古

平
町

浄
水

場
急

速
ろ

過
方

式
9
4
6

3
2
.9

▲
 6

4
3

▲
 7

0
.7

3
0
3

8
.0

Ｂ

5
2
0
6
4

倶
知

安
余

市
町

豊
浜

浄
水

場
急

速
ろ

過
方

式
倶

知
安

古
平

町
古

平
町

浄
水

場
急

速
ろ

過
方

式
▲

 1
0
4

▲
 1

2
.6

▲
 4

9
▲

 5
.4

▲
 1

5
3

▲
 8

.8
Ｂ

6
2
0
3
5

室
蘭

登
別

市
幌

別
浄

水
場

急
速

ろ
過

方
式

室
蘭

室
蘭

市
千

歳
浄

水
場

急
速

ろ
過

方
式

▲
 1

,8
9
6

▲
 3

9
.9

▲
 2

,2
1
6

▲
 2

3
.6

▲
 4

,1
1
2

▲
 2

9
.1

Ｓ

7
2
0
5
3

室
蘭

伊
達

市
優

徳
浄

水
場

緩
速

ろ
過

方
式

室
蘭

壮
瞥

町
高

区
浄

水
場

ろ
過

施
設

無
し

▲
 2

6
1

▲
 4

2
.1

▲
 6

5
▲

 2
6
.1

▲
 3

2
6

▲
 3

7
.5

Ｓ

8
2
0
4
8

室
蘭

伊
達

市
北

湯
沢

浄
水

場
急

速
＋

膜
ろ

過
方

式
室

蘭
壮

瞥
町

高
区

浄
水

場
ろ

過
施

設
無

し
▲

 7
4
8

▲
 5

9
.3

▲
 1

2
2

▲
 5

0
.6

▲
 8

7
0

▲
 5

7
.9

Ｓ

9
2
0
4
8

室
蘭

伊
達

市
黄

金
浄

水
場

緩
速

ろ
過

方
式

室
蘭

室
蘭

市
チ

マ
イ

ベ
ツ

浄
水

場
急

速
ろ

過
方

式
▲

 6
0
5

▲
 6

9
.4

▲
 6

8
8

▲
 1

4
.0

▲
 1

,2
9
3

▲
 2

2
.3

Ａ

1
0

2
0
4
9

苫
小

牧
安

平
町

北
進

浄
水

場
急

速
ろ

過
方

式
苫

小
牧

厚
真

町
富

里
浄

水
場

急
速

ろ
過

方
式

2
,0

0
2

1
1
4
.5

▲
 1

,5
4
7

▲
 1

4
4
.2

4
5
5

1
6
.1

Ｃ

日
高

1
1

2
0
5
7

静
内

新
冠

町
新

和
浄

水
場

急
速

ろ
過

（
圧

力
）

静
内

平
取

町
本

町
浄

水
場

ろ
過

施
設

無
し

4
2
8

8
3
.9

▲
 7

▲
 2

.5
4
2
1

5
3
.4

Ｃ

1
2

2
0
5
1

渡
島

森
町

駒
ヶ

岳
浄

水
場

急
速

ろ
過

方
式

渡
島

七
飯

町
大

沼
第

2
配

水
池

ろ
過

施
設

無
し

1
7
5

1
7
.4

▲
 1

2
1

▲
 3

0
.9

5
4

3
.9

Ｂ

1
3

2
0
3
1

渡
島

森
町

濁
川

三
岱

浄
水

場
急

速
ろ

過
（
圧

力
）

八
雲

八
雲

町
落

部
浄

水
場

急
速

ろ
過

（
圧

力
）

5
4
4

1
0
4
.4

▲
 1

9
5

▲
 2

2
.6

3
4
9

2
5
.2

Ｃ

1
4

2
0
4
9

八
雲

長
万

部
町

双
葉

地
区

浄
水

場
急

速
ろ

過
（
圧

力
）

倶
知

安
黒

松
内

町
市

街
地

区
浄

水
場

緩
速

ろ
過

方
式

▲
 2

▲
 0

.3
▲

 1
0

▲
 1

.0
▲

 1
2

▲
 0

.8
Ｂ

1
5

2
0
5
0

八
雲

長
万

部
町

双
葉

地
区

浄
水

場
急

速
ろ

過
（
圧

力
）

倶
知

安
黒

松
内

町
白

井
川

地
区

浄
水

場
ろ

過
施

設
無

し
1
0
6

1
6
.7

▲
 4

6
▲

 2
1
.0

6
0

7
.0

Ｂ

1
6

2
0
4
1

八
雲

長
万

部
町

静
狩

地
区

浄
水

場
急

速
ろ

過
（
圧

力
）

室
蘭

豊
浦

町
礼

文
華

地
区

第
１

送
水

ポ
ン

プ
場

ろ
過

施
設

無
し

1
,0

3
7

1
7
7
.6

▲
 6

0
▲

 2
3
.4

9
7
7

1
1
6
.3

Ｃ

1
7

2
0
4
7

江
差

上
ノ

国
町

小
砂

子
浄

水
場

緩
速

ろ
過

方
式

渡
島

松
前

町
原

口
簡

易
水

道
原

口
ろ

過
池

緩
速

ろ
過

方
式

4
3

9
.8

▲
 2

6
5

▲
 5

3
.9

▲
 2

2
2

▲
 2

3
.8

Ｂ

上
川

1
8

2
0
6
7

上
川

愛
別

町
愛

別
浄

水
場

急
速

ろ
過

方
式

上
川

当
麻

町
当

麻
浄

水
場

膜
ろ

過
方

式
2
4
2

2
7
.3

▲
 7

7
7

▲
 3

8
.6

▲
 5

3
5

▲
 1

8
.5

Ｂ

1
9

2
0
6
1

名
寄

剣
淵

町
桜

岡
浄

水
場

急
速

ろ
過

方
式

名
寄

和
寒

町
東

丘
浄

水
場

膜
ろ

過
方

式
▲

 4
3

▲
 4

.9
▲

 2
9
4

▲
 5

7
.9

▲
 3

3
7

▲
 2

4
.3

Ａ

2
0

2
0
5
3

富
良

野
富

良
野

市
東

山
市

街
地

区
簡

易
水

道
浄

水
場

急
速

ろ
過

方
式

富
良

野
南

富
良

野
町

幾
寅

地
区

浄
水

場
緩

速
ろ

過
方

式
8
0

1
0
.1

▲
 4

6
▲

 8
.0

3
4

2
.5

Ｂ

2
1

2
0
5
5

富
良

野
富

良
野

市
島

の
下

地
区

簡
易

水
道

浄
水

場
急

速
ろ

過
方

式
富

良
野

中
富

良
野

町
西

中
地

区
滅

菌
兼

送
水

ポ
ン

プ
室

ろ
過

施
設

無
し

2
2
7

2
6
.5

▲
 2

0
0

▲
 9

9
.5

2
7

2
.5

Ｂ

2
2

2
0
6
1

富
良

野
上

富
良

野
町

静
修

浄
水

場
急

速
ろ

過
（
圧

力
）

富
良

野
中

富
良

野
町

西
中

地
区

滅
菌

兼
送

水
ポ

ン
プ

室
ろ

過
施

設
無

し
1
6
5

3
1
.6

▲
 1

3
9

▲
 6

6
.8

2
6

3
.6

Ｂ

留
萌

2
3

2
0
4
8

留
萌

増
毛

町
増

毛
浄

水
場

急
速

ろ
過

方
式

留
萌

留
萌

市
新

信
砂

浄
水

場
急

速
ろ

過
方

式
▲

 1
,4

8
4

▲
 4

6
.7

▲
 1

,1
2
6

▲
 2

7
.3

▲
 2

,6
1
0

▲
 3

5
.7

Ｓ

2
4

2
0
5
5

留
萌

増
毛

町
別

苅
浄

水
場

急
速

ろ
過

方
式

留
萌

留
萌

市
新

信
砂

浄
水

場
急

速
ろ

過
方

式
▲

 4
4
5

▲
 5

7
.4

▲
 8

1
3

▲
 1

9
.0

▲
 1

,2
5
8

▲
 2

4
.9

Ｓ

2
5

2
0
4
3

網
走

大
空

町
昭

和
浄

水
場

急
速

ろ
過

（
圧

力
）

網
走

網
走

市
潮

見
高

区
配

水
池

ろ
過

施
設

無
し

▲
 9

8
8

▲
 5

0
.7

▲
 2

8
8

▲
 3

7
.5

▲
 1

,2
7
6

▲
 4

7
.0

Ｓ

2
6

2
0
6
1

網
走

大
空

町
大

成
浄

水
場

急
速

ろ
過

（
圧

力
）

網
走

網
走

市
東

網
走

・
中

園
配

水
池

ろ
過

施
設

無
し

▲
 3

7
8

▲
 5

0
.6

▲
 1

2
4

▲
 4

9
.8

▲
 5

0
2

▲
 5

0
.4

Ｓ

2
7

2
0
6
8

北
見

置
戸

町
秋

田
浄

水
場

急
速

ろ
過

方
式

北
見

訓
子

府
町

開
盛

浄
水

場
急

速
ろ

過
（
圧

力
）

1
7
7

2
1
.9

▲
 2

2
0

▲
 4

1
.8

▲
 4

3
▲

 3
.2

Ｂ

十
勝

2
8

2
0
4
2

帯
広

清
水

町
美

蔓
浄

水
場

急
速

ろ
過

（
圧

力
）

帯
広

芽
室

町
新

南
平

和
浄

水
場

急
速

ろ
過

（
圧

力
）

9
6
3

1
4
3
.3

▲
 5

1
6

▲
 9

3
.0

4
4
7

3
6
.4

Ｃ

2
9

2
0
5
8

帯
広

中
札

内
村

中
島

浄
水

場
緩

速
ろ

過
方

式
帯

広
十

勝
中

部
広

域
水

道
企

業
団

な
か

と
か

ち
浄

水
場

急
速

ろ
過

方
式

1
0
7

2
0
.4

▲
 7

1
▲

 0
.5

3
6

0
.2

Ｂ

3
0

2
0
4
7

帯
広

浦
幌

町
幾

千
世

浄
水

場
急

速
ろ

過
方

式
帯

広
十

勝
中

部
広

域
水

道
企

業
団

な
か

と
か

ち
浄

水
場

（
池

田
N

o
.2

分
水

施
設

）
急

速
ろ

過
方

式
5
5
9

4
5
.6

▲
 2

,2
6
3

▲
 1

6
.1

▲
 1

,7
0
4

▲
 1

1
.2

Ｂ

釧
路

・
根

室
3
1

2
0
5
9

釧
路

白
糠

町
茶

路
浄

水
場

急
速

ろ
過

方
式

釧
路

釧
路

市
阿

寒
浄

水
場

急
速

ろ
過

方
式

1
,9

1
4

2
4
5
.7

▲
 1

0
2

▲
 7

.7
1
,8

1
2

8
6
.4

Ｃ

2
,0

9
2

5
.3

▲
 1

6
,6

5
2

▲
 2

1
.1

▲
 1

4
,5

6
0

▲
 1

2
.3

▲
 8

,2
5
0

▲
 3

4
.9

▲
 9

,2
8
4

▲
 2

3
.7

▲
 1

7
,5

3
4

▲
 2

7
.9

全
道

効
果

額
（
全

件
合

計
）

全
道

効
果

額
（
X
・
Y
と

も
削

減
効

果
あ

り
の

合
計

）

削
減

効
果

あ
り

件
数

①
（
単

独
で

削
減

効
果

あ
り

も
計

上
／

合
計

欄
は

合
計

額
と

し
て

削
減

効
果

あ
り

）

削
減

効
果

あ
り

件
数

②
（
X
・
Y
と

も
に

削
減

効
果

あ
り

）

胆
振

渡
島

・
檜

山

オ
ホ

ー
ツ

ク

1
7

1
3

効
果

圏
域

地
域

自
治

体
X

自
治

体
Y

集
約

化
年

度
設

定

効 果 レ ベ ル

財
政

措
置

後

自
治

体
Y

自
治

体
X

合
計

3
1

1
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 浄水場集約ケース・水源活用ケースの個別の効果算定結果 



（資料編） 

73 

効果額 率

(百万円) (%）

後志 1 2044 岩内 泊村 茅沼浄水場 緩速ろ過 深井戸 滅菌のみ 282 56.0

渡島・檜山 2 2031 八雲 八雲町 落部浄水場 急速(圧力）ろ過 浅井戸 除鉄除ﾏﾝｶﾞﾝあり 879 77.9

宗谷 3 2024 稚内 枝幸町 枝幸浄水場 急速ろ過 浅井戸 滅菌のみ 968 15.9

1,964 22.1

分散後の
浄水方式

No.
分散配置
年度設定

事業体名 活用地下水源浄水方式圏域 地域

効果

財政措置後

浄水場名

全道効果額（全件合計）

※率＝(分散配置時の経費－現状更新時の経費)÷現状更新時の経費×100

※今後具体的な検討を行うに当たっての留意事項

　・本シミュレーションは一定の条件を全道一律で設定して行ったもので、物価の高騰などで算定した経費や効果額が変動する可能性

　・既存の取水・導水施設の更新費や新設の取水・導水施設に係る用地費などはシミュレーションで見込むことが困難

　・水理地質図のデータが古く、水量・水質などの情報が現況とは異なる可能性

　・地域によっては開発規制等で地下水が採取できない可能性

※率＝(浄水方式転換時の経費－現状更新時の経費)÷現状更新時の経費×100

※効果レベルは効果の可能性の指標で連携の実現可能性を表すものではない(次項以降参照)。

効果額 率

(百万円) (%）

後志 1 2049 倶知安 黒松内町 市街地区浄水場 緩速ろ過 深井戸 滅菌のみ ▲ 162 ▲ 16.9 Ａ

2 2065 倶知安 余市町 豊丘浄水場 急速ろ過 深井戸 滅菌のみ ▲ 1,082 ▲ 37.6 Ａ

3 2064 倶知安 余市町 豊浜浄水場 急速(圧力）ろ過 深井戸 滅菌のみ 595 72.2 Ｃ

渡島・檜山 4 2051 渡島 森町 駒ヶ岳浄水場 急速ろ過 湧水 滅菌のみ 2,372 236.0 Ｃ

5 2031 八雲 八雲町 落部浄水場 急速(圧力）ろ過 深井戸 滅菌のみ 1,614 187.0 Ｃ

6 2051 八雲 八雲町 野田生浄水場 急速(圧力）ろ過 深井戸 滅菌のみ 250 34.3 Ｃ

7 2029 八雲 八雲町 本町浄水場 緩速ろ過 浅井戸 滅菌のみ 431 72.8 Ｃ

8 2050 八雲 長万部町 双葉地区浄水場 急速(圧力）ろ過 深井戸 滅菌のみ ▲ 10 ▲ 1.6 Ｂ

9 2051 八雲 長万部町 静狩地区浄水場 急速(圧力）ろ過 深井戸 滅菌のみ 1,166 181.6 Ｃ

10 2040 八雲 長万部町 長万部地区浄水場 急速(圧力）ろ過 深井戸 滅菌のみ 1,310 103.8 Ｃ

上川 11 2034 上川 美瑛町 五稜浄水場 急速ろ過 深井戸 滅菌のみ 1,282 142.0 Ｃ

12 2061 名寄 剣淵町 桜岡浄水場 急速ろ過 深井戸 滅菌のみ ▲ 104 ▲ 11.9 Ａ

13 2039 名寄 美深町 菊丘浄水場 緩速ろ過 浅井戸 滅菌のみ ▲ 32 ▲ 4.1 Ｂ

14 2053 富良野 富良野市 東山市街地区浄水場 急速ろ過 深井戸 滅菌のみ ▲ 101 ▲ 12.7 Ａ

15 2055 富良野 富良野市 島の下地区浄水場 急速ろ過 浅井戸 滅菌のみ 102 11.9 Ｃ

16 2061 富良野 上富良野町 静修浄水場 急速(圧力）ろ過 湧水 滅菌のみ 275 52.7 Ｃ

宗谷 17 2032 稚内 枝幸町 歌登浄水場 急速ろ過 浅井戸 滅菌のみ ▲ 495 ▲ 43.2 Ａ

18 2039 稚内 枝幸町 志美宇丹浄水場 急速ろ過 浅井戸 滅菌のみ 764 72.5 Ｃ

オホーツク 19 深井戸 滅菌のみ ▲ 155 ▲ 20.7 Ａ

20 湧水 滅菌のみ ▲ 35 ▲ 4.7 Ｂ

21 2068 北見 訓子府町 開盛浄水場 急速(圧力）ろ過 深井戸 滅菌のみ ▲ 56 ▲ 10.6 Ａ

22 2051 紋別 湧別町 東浄水場 急速(圧力）ろ過 浅井戸 滅菌のみ ▲ 95 ▲ 9.8 Ａ

十勝 23 2042 帯広 清水町 美蔓浄水場 急速(圧力）ろ過 深井戸 滅菌のみ 1,034 153.9 Ｃ

24 2058 帯広 芽室町 美生浄水場 急速(圧力）ろ過 深井戸 滅菌のみ 350 57.7 Ｃ

釧路・根室 25 2047 中標津 標津町 茶志骨地区浄水場 緩速ろ過 深井戸 滅菌のみ 137 20.9 Ｃ

9,390 43.7

▲ 2,292 ▲ 22.2

全道効果額（全件合計）

全道効果額（削減効果ありの合計）

効
果
レ
ベ
ル

削減効果あり件数 11

2061 急速(圧力）ろ過網走 大成浄水場大空町

圏域 地域 事業体名No.
浄水方式転換

年度設定
活用地下水源浄水場名 浄水方式

転換後の
浄水方式

効果

財政措置後

水源活用ケースＣの効果算定結果（個別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水源活用ケースＤの効果算定結果（個別） 
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 ④ 浄水場集約ケース・水源活用ケースＣの効果算定の感度解析 

 【感度解析の方法】 

   効果の算定にあたっては、一定の条件を設定して経費の算定を行いましたが、条件として設定した補

正値などの変動によって経費や効果額（削減率）が変動する可能性があります。そこで、「変動する可

能性が高い項目」又は「変動した場合に事業費や効果額に及ぼす影響が大きい項目」として「北海道補

正値」「機械・電気設備の更新回数」「水量」を選択し、その変動によってどの程度経費や効果額（削減

率）が変動するか、その変動幅の検証、いわゆる感度解析を行いました。 

   ○浄水場集約ケース、水源活用ケースについて、浄水場の規模や連絡管（又は導水管）の延長が異な

る様々な組合せの中から代表的なものをサンプルとして６～７組抽出しました。 

   ○「北海道補正値」は浄水場建設費等を算定する際に厚生労働省費用関数と北海道における実績値と

の差を補正するために使用した係数で、使用した道内工事の実績値と費用関数の乖離幅の上限と

下限を変数として下記（急速ろ過の場合の例）のとおり設定して解析しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○「機械・電気設備の更新回数」は実使用年数73年間に最低１回更新するものとして算定しました

が、耐用年数も考慮して２回と設定して解析しました。 

   ○「水量」については今後の社会情勢や人口動勢等によりどの程度変動するか予測が困難ですが、±

20％と設定して解析しました。 

 【感度解析の結果】

   ○浄水場集約ケースの解析結果は下記のとおりで、項目や受水側（Ｘ）か送水側（Ｙ）かによって若

干の差異はあるものの、削減率の変動幅としては概ね±15％程度の範囲には入る結果となりまし

た。 
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区分 効果の可能性 浄水場集約ケース 水源活用ケースＣ 摘要

S 特に高い XYとも効果有で両方とも15％以上の削減 ―

効果額が算定時から下振れ

した場合でも削減の可能性

が特に高い組合せ

A 高い XYとも効果有で片方が15％以上の削減 5％以上の削減

効果額が算定時から下振れ

した場合でも削減の可能性

が高い組合せ

B 中程度

XYとも効果有で両方とも15％未満の削減、

あるいはXが効果無だがX又は合計が15％

未満の増加

5％未満の削減又は

5%未満の増加

効果額の算定時からの変動

の程度により削減の可能性

がある組合せ

C 低い Xが効果無でX、合計とも15％以上の増加 5％以上の増加

効果額が算定時から上振れ

した場合でも削減の可能性

が低い組合せ

   ○水源活用ケースＣの解析結果は下記のとおりで、項目によって若干の差異はあるものの、削減率の

変動幅としては概ね±５％程度の範囲には入る結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 浄水場集約ケース・水源活用ケースＣの削減効果のレベル分け 

   感度解析の結果、浄水場集約ケースでは概ね±15％、水源活用ケースＣでは概ね±５％程度の幅で

効果額（削減率）の変動が予想されることから、削減効果のレベルについて、変動幅を考慮した場合の

効果の可能性の観点から次のとおり区分しました。効果レベル別の組合せの数は、浄水場集約ケースで

はＳが９組、Ａが２組、Ｂが13組、Ｃが７組、水源活用ケースＣではＡが８組、Ｂが３組、Ｃが14組

となりました。効果が得られる可能性が中程度（Ｂ）以上のレベルの組合せの割合は、浄水場集約ケー

スでは８割程度と比較的高い一方、水源活用ケースＣでは４割程度と低い結果となりました。 

   なお、効果レベルはあくまでシミュレーションにおける効果の可能性の指標であり、連携の実現可能

性を表すものではないことに留意が必要です。 

効果レベルの区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果レベル別の組合せの数と割合 
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⑥ 浄水場の遠方監視制御システムの共同化の経費の算定範囲や地域別の効果算定結果 

 

 【経費の算定範囲】 

遠方監視制御システムの導入コストの算定範囲（共同導入時） 

 

 

   運転維持管理業務のうちの監視制御に係る人工比率（単独更新時の人件費の算定範囲） 

業務分類 業務内容 人工比率 

運転管理 

監視制御 監視室業務、その他関連業務 33％ 

50％ 監視制御

以外 

緊急時の初期対応（委託者への連絡等）、業務継承と引継

ぎ、報告書等の作成整理、マニュアル作成と見直し 
17％ 

水質管理 水質検査（毎日検査）、ジャーテスト（凝集試験） 20％ 

保守点検 日常点検、建築付帯設備点検、補修業務 20％ 

緊急対応 災害時での緊急連絡及び動員体制の確保等 

10％ 
環境整備 除草業務、除雪業務、植木剪定業務、館内清掃業務 

その他 
修繕工事、薬品調達、施設運転に係る燃料費、光熱水費、水道法第

20条に基づく水質検査（採水、分析、水質検査計画作成等） 

  

 

 

０

０ 

LCD DS 

監視拠点 

（凡例） 

LCD：液晶ディスプレイ 

DS ：データサーバ 

TM ：テレメータ 

PCS：コントローラ 

CC ：コントロールセンタ 

RY ：補助継電気盤 

LCB：現場操作盤 

TM TM 

PCS 

PCS PCS 

TM TM TM TM TM TM 

浄水場A 

 

浄水場B 

 

各設備に付随する 

計装等は対象外 

導入コストの算定範囲 

管理拠点



（資料編） 

77 

単
独

更
新

①

共
同

導
入

②

単
独

更
新

③
＝

①
×

0
.1

共
同

導
入

④
＝

②
×

0
.1

滝
川

5
2
,1

3
5
,8

5
0

1
,7

7
7
,5

0
0

2
1
3
,5

8
5

1
7
7
,7

5
0

▲
 1

,0
7
5
,0

5
0

5
4
,7

8
6

4
3
,8

4
7

▲
 2

1
8
,7

8
0

7
,5

0
3
,2

7
0

6
,2

0
9
,4

4
0

▲
 1

,2
9
3
,8

3
0

▲
 1

7
.2

深
川

6
1
,5

4
5
,2

5
0

1
,2

0
0
,0

0
0

1
5
4
,5

2
5

1
2
0
,0

0
0

▲
 1

,0
3
5
,7

5
0

1
2
,2

2
0

1
1
,7

8
1

▲
 8

,7
8
0

4
,8

8
0
,1

5
0

3
,8

3
5
,6

2
0

▲
 1

,0
4
4
,5

3
0

▲
 2

1
.4

岩
見

沢
7

2
,6

9
0
,1

0
0

2
,3

3
4
,0

0
0

2
6
9
,0

1
0

2
3
3
,4

0
0

▲
 1

,0
6
8
,3

0
0

4
4
,4

4
9

3
8
,3

8
0

▲
 1

2
1
,3

8
0

8
,9

5
9
,2

8
0

7
,7

6
9
,6

0
0

▲
 1

,1
8
9
,6

8
0

▲
 1

3
.3

千
歳

7
4
,1

1
2
,7

0
0

3
,4

7
1
,0

0
0

4
1
1
,2

7
0

3
4
7
,1

0
0

▲
 1

,9
2
5
,1

0
0

1
1
5
,6

3
7

6
9
,2

7
4

▲
 9

2
7
,2

6
0

1
4
,6

5
0
,8

4
0

1
1
,7

9
8
,4

8
0

▲
 2

,8
5
2
,3

6
0

▲
 1

9
.5

江
別

4
1
1
,8

1
1
,3

5
0

1
0
,4

5
8
,0

0
0

1
,1

8
1
,1

3
5

1
,0

4
5
,8

0
0

▲
 4

,0
6
0
,0

5
0

3
3
1
,0

4
2

3
0
3
,3

5
6

▲
 5

5
3
,7

2
0

4
2
,0

5
4
,8

9
0

3
7
,4

4
1
,1

2
0

▲
 4

,6
1
3
,7

7
0

▲
 1

1
.0

倶
知

安
1
6

6
,5

7
7
,8

0
0

4
,8

6
4
,5

0
0

6
5
7
,7

8
0

4
8
6
,4

5
0

▲
 5

,1
3
9
,9

0
0

8
9
,3

1
2

1
1
7
,4

0
0

5
6
1
,7

6
0

2
1
,5

1
9
,6

4
0

1
6
,9

4
1
,5

0
0

▲
 4

,5
7
8
,1

4
0

▲
 2

1
.3

岩
内

4
1
,1

7
5
,0

5
0

9
9
7
,0

0
0

1
1
7
,5

0
5

9
9
,7

0
0

▲
 5

3
4
,1

5
0

1
1
,5

7
5

2
3
,6

6
6

2
4
1
,8

2
0

3
,7

5
6
,6

5
0

3
,4

6
4
,3

2
0

▲
 2

9
2
,3

3
0

▲
 7

.8

室
蘭

6
3
,3

3
3
,5

0
0

2
,7

4
2
,5

0
0

3
3
3
,3

5
0

2
7
4
,2

5
0

▲
 1

,7
7
3
,0

0
0

7
7
,0

4
8

3
2
,4

7
4

▲
 8

9
1
,4

8
0

1
1
,5

4
1
,4

6
0

8
,8

7
6
,9

8
0

▲
 2

,6
6
4
,4

8
0

▲
 2

3
.1

苫
小

牧
5

2
,7

3
4
,7

0
0

2
,2

0
0
,5

0
0

2
7
3
,4

7
0

2
2
0
,0

5
0

▲
 1

,6
0
2
,6

0
0

8
4
,7

7
4

1
0
0
,0

7
2

3
0
5
,9

6
0

9
,8

9
9
,5

8
0

8
,6

0
2
,9

4
0

▲
 1

,2
9
6
,6

4
0

▲
 1

3
.1

浦
河

3
8
6
3
,0

0
0

7
7
0
,0

0
0

8
6
,3

0
0

7
7
,0

0
0

▲
 2

7
9
,0

0
0

1
0
,6

1
0

6
,2

7
9

▲
 8

6
,6

2
0

2
,8

0
1
,2

0
0

2
,4

3
5
,5

8
0

▲
 3

6
5
,6

2
0

▲
 1

3
.1

静
内

4
1
,6

4
2
,9

5
0

1
,3

2
3
,5

0
0

1
6
4
,2

9
5

1
3
2
,3

5
0

▲
 9

5
8
,3

5
0

2
4
,2

0
2

3
9
,0

9
7

2
9
7
,9

0
0

5
,4

1
2
,8

9
0

4
,7

5
2
,4

4
0

▲
 6

6
0
,4

5
0

▲
 1

2
.2

渡
島

9
5
,4

5
1
,7

5
0

4
,7

2
9
,0

0
0

5
4
5
,1

7
5

4
7
2
,9

0
0

▲
 2

,1
6
8
,2

5
0

1
0
6
,7

4
4

9
5
,9

7
9

▲
 2

1
5
,3

0
0

1
8
,4

9
0
,1

3
0

1
6
,1

0
6
,5

8
0

▲
 2

,3
8
3
,5

5
0

▲
 1

2
.9

八
雲

4
2
,5

5
7
,6

5
0

2
,1

2
0
,5

0
0

2
5
5
,7

6
5

2
1
2
,0

5
0

▲
 1

,3
1
1
,4

5
0

1
7
,1

3
4

1
4
,2

6
4

▲
 5

7
,4

0
0

8
,0

1
5
,6

3
0

6
,6

4
6
,7

8
0

▲
 1

,3
6
8
,8

5
0

▲
 1

7
.1

江
差

5
1
,7

1
9
,0

0
0

1
,3

7
0
,5

0
0

1
7
1
,9

0
0

1
3
7
,0

5
0

▲
 1

,0
4
5
,5

0
0

2
5
,3

9
3

7
,7

2
2

▲
 3

5
3
,4

2
0

5
,6

6
4
,8

6
0

4
,2

6
5
,9

4
0

▲
 1

,3
9
8
,9

2
0

▲
 2

4
.7

上
川

9
4
,9

1
9
,3

0
0

4
,2

9
5
,5

0
0

4
9
1
,9

3
0

4
2
9
,5

5
0

▲
 1

,8
7
1
,4

0
0

8
9
,5

4
4

1
0
7
,6

4
5

3
6
2
,0

2
0

1
6
,5

4
8
,7

8
0

1
5
,0

3
9
,4

0
0

▲
 1

,5
0
9
,3

8
0

▲
 9

.1

名
寄

8
2
,3

0
6
,8

5
0

1
,7

5
2
,0

0
0

2
3
0
,6

8
5

1
7
5
,2

0
0

▲
 1

,6
6
4
,5

5
0

5
1
,5

1
5

5
5
,0

6
5

7
1
,0

0
0

7
,9

5
0
,8

5
0

6
,3

5
7
,3

0
0

▲
 1

,5
9
3
,5

5
0

▲
 2

0
.0

富
良

野
5

1
,8

1
1
,0

5
0

1
,4

9
5
,5

0
0

1
8
1
,1

0
5

1
4
9
,5

5
0

▲
 9

4
6
,6

5
0

2
7
,7

7
8

2
4
,7

7
0

▲
 6

0
,1

6
0

5
,9

8
8
,7

1
0

4
,9

8
1
,9

0
0

▲
 1

,0
0
6
,8

1
0

▲
 1

6
.8

留
萌

8
2
,4

1
9
,2

0
0

2
,0

6
1
,0

0
0

2
4
1
,9

2
0

2
0
6
,1

0
0

▲
 1

,0
7
4
,6

0
0

4
8
,6

8
8

9
2
,8

1
4

8
8
2
,5

2
0

8
,2

3
1
,3

6
0

8
,0

3
9
,2

8
0

▲
 1

9
2
,0

8
0

▲
 2

.3

稚
内

1
0

3
,8

4
7
,4

5
0

2
,8

5
4
,0

0
0

3
8
4
,7

4
5

2
8
5
,4

0
0

▲
 2

,9
8
0
,3

5
0

5
6
,4

1
3

6
5
,7

4
4

1
8
6
,6

2
0

1
2
,6

7
0
,6

1
0

9
,8

7
6
,8

8
0

▲
 2

,7
9
3
,7

3
0

▲
 2

2
.0

網
走

5
1
,6

0
7
,4

0
0

1
,2

9
5
,5

0
0

1
6
0
,7

4
0

1
2
9
,5

5
0

▲
 9

3
5
,7

0
0

1
1
,9

5
0

7
,4

0
9

▲
 9

0
,8

2
0

5
,0

6
1
,2

0
0

4
,0

3
4
,6

8
0

▲
 1

,0
2
6
,5

2
0

▲
 2

0
.3

北
見

5
2
,7

8
0
,2

0
0

2
,3

5
9
,5

0
0

2
7
8
,0

2
0

2
3
5
,9

5
0

▲
 1

,2
6
2
,1

0
0

6
0
,0

6
9

6
4
,3

3
5

8
5
,3

2
0

9
,5

4
1
,9

8
0

8
,3

6
5
,2

0
0

▲
 1

,1
7
6
,7

8
0

▲
 1

2
.3

紋
別

8
3
,0

3
0
,0

0
0

2
,4

2
5
,5

0
0

3
0
3
,0

0
0

2
4
2
,5

5
0

▲
 1

,8
1
3
,5

0
0

7
1
,8

0
5

9
0
,4

1
8

3
7
2
,2

6
0

1
0
,5

2
6
,1

0
0

9
,0

8
4
,8

6
0

▲
 1

,4
4
1
,2

4
0

▲
 1

3
.7

帯
広

2
0

1
0
,0

9
4
,7

0
0

7
,2

0
2
,0

0
0

1
,0

0
9
,4

7
0

7
2
0
,2

0
0

▲
 8

,6
7
8
,1

0
0

1
9
1
,6

1
9

1
7
8
,4

5
6

▲
 2

6
3
,2

6
0

3
4
,1

1
6
,4

8
0

2
5
,1

7
5
,1

2
0

▲
 8

,9
4
1
,3

6
0

▲
 2

6
.2

釧
路

8
5
,0

2
3
,2

5
0

4
,2

7
6
,0

0
0

5
0
2
,3

2
5

4
2
7
,6

0
0

▲
 2

,2
4
1
,7

5
0

9
0
,1

2
8

1
0
8
,9

6
0

3
7
6
,6

4
0

1
6
,8

7
2
,3

1
0

1
5
,0

0
7
,2

0
0

▲
 1

,8
6
5
,1

1
0

▲
 1

1
.1

中
標

津
5

2
,8

1
4
,6

5
0

2
,3

2
2
,0

0
0

2
8
1
,4

6
5

2
3
2
,2

0
0

▲
 1

,4
7
7
,9

5
0

5
1
,2

1
3

3
1
,0

9
2

▲
 4

0
2
,4

2
0

9
,4

6
8
,2

1
0

7
,5

8
7
,8

4
0

▲
 1

,8
8
0
,3

7
0

▲
 1

9
.9

合
計

1
7
6

8
9
,0

0
4
,7

0
0

7
2
,6

9
7
,0

0
0

8
,9

0
0
,4

7
0

7
,2

6
9
,7

0
0

▲
 4

8
,9

2
3
,1

0
0

1
,7

5
5
,6

4
8

1
,7

3
0
,2

9
9

▲
 5

0
6
,9

8
0

3
0
2
,1

2
7
,0

6
0

2
5
2
,6

9
6
,9

8
0

▲
 4

9
,4

3
0
,0

8
0

▲
 1

6
.4

効
果

導
入

コ
ス

ト
＋

人
件

費

地
域

自
治

体
数

導
入

コ
ス

ト
人

件
費

共
同

導
入

(千
円

/年
)

⑦

効
果

額

(千
円

/2
0
年

)

⑧
＝

(⑦
-⑥

)×

2
0

単
独

更
新

(千
円

/2
0
年

)

⑨
＝

①
+

(③
+

⑥
)×

2
0

共
同

導
入

(千
円

/2
0
年

)

⑩
＝

②
+

(④
+

⑦
)×

2
0

効
果

額

(千
円

/2
0
年

)

⑪
=

⑩
-⑨

整
備

費
(千

円
)

保
守

費
(千

円
/年

)
効

果
額

(千
円

/2
0
年

)

⑤
＝

(②
-①

)+

(④
-③

)×
2
0

単
独

更
新

(千
円

/年
)

⑥

率

（
％

）

⑫
＝

⑪
/⑨

×

1
0
0

【地域別の効果算定結果】 

 
浄
水
場
の
遠
方
監
視
制
御
シ
ス
テ
ム
の
共
同
化
の
効
果
算
定
結
果
（
地
域
別
）
 



（資料編） 

78 

Ⅲ プランの検討経過 

 １ 北海道水道広域化推進プラン策定に関する検討会 

  ① 開催概要 

 

 

 

 

 

 

   

回数 開催年月日 主な内容 

第１回 令和元年 

８月 28日 

・プランの概要と今後のスケジュール 

・水道法の改正 

・水道事業者の現状分析と将来推計の概要 

・広域連携の先進事例、北海道における取組の可能性 

第２回 令和２年 

１月 29日 

・第１回地区別検討会議の開催概要 

・水道事業者の現状分析と将来推計の実施方法 

・ソフト連携シミュレーションの方向性 

第３回 令和２年 

６月４日 

・水道事業者の現状分析と将来推計の結果 

・ソフト連携シミュレーション案 

第４回 令和２年 

10月 13日 

・ソフト連携シミュレーションの実施方法 

第５回 令和３年 

２月 12日 

・ソフト連携シミュレーション結果 

・ハード連携シミュレーション案 

第６回 令和３年 

７月 13日 

・ハード連携シミュレーションの実施方法 

・ソフト連携に関する自治体の意向、取組の方向性 

第７回 令和４年 

１月 31日 

・ハード連携シミュレーションの概要（中間報告） 

・プランの構成の考え方 

第８回 令和４年 

９月１日 

・プランたたき台（ハード連携シミュレーション結果を 

含む。） 

第９回 令和５年 

１月 31日 

・プラン案 
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② 検討会出席者（敬称略） 

 

 ○構成員 

 

○オブザーバー 

  ※北海道関係者を除く。 

氏 名 所 属 等 備 考 

宇 野 二 朗 横浜市立大学国際総合科学群 教授（～第７回） 

北海道大学大学院公共政策学連携研究部 教授（第８回～） 

座長 

構  口  学 木古内町建設水道課 課長  

木 村 直 樹 旭川市総合政策部 次長 ～第２回 

土 岐 尚 義  〃   〃   〃 第３～５回 

田 中 治 雄  〃 水道局上下水道部水道施設課 課長 第６回～ 

谷 川 竜 也 谷川竜也公認会計士事務所 代表  

松 井 佳 彦 北海道大学大学院工学研究院 教授  

最上屋 知弘 札幌市水道局総務部企画課 課長 ～第７回 

西原口 高大  〃  〃  〃  〃  〃 第８回～ 

横 山 浩 丈 中空知広域水道企業団企業局営業課 課長 ～第５回 

原 田 暢 裕      〃      〃  〃  〃 第６回～ 

氏 名 所 属 等 備 考 

野 宮 治 夫 北海道市長会 参事  

吉 田 茂 雄 北海道町村会政務部 主幹  

大 西 佑 樹 〃    〃  主査  

月 山 裕 介 〃    〃  主事  

木 本 邦 彦 木古内町建設水道課上下水道グループ 主査 第１回 

牛 島   健 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 建築研究本部 

北方建築総合研究所 地域研究部地域システムグループ 研究主幹 

第５回～ 

長 坂 晶 子 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 森林研究本部 

林業試験場 森林環境部 環境グループ 研究主幹 

第５回～ 

森 野 祐 助 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 産業技術環境研究本部 

エネルギー・環境・地質研究所 地域地質部 沿岸・水資源グループ 主査 

第５回～ 
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２ 北海道水道広域化推進プランの策定に向けた地区別検討会議（11圏域） 

① 開催概要 

 

 

回数 開催年月日 主な内容 

第１回 令和元年 

10月 16日,18日, 

21日,25日,29日 

11月 1日,8日, 

18日,20日,22日 

12月 16日 

・プランの概要と今後のスケジュール 

・水道事業者の現状分析と将来推計の概要 

・広域連携の先進事例 

第２回 令和２年 

６月９日～16日 

（書面開催） 

・水道事業者の現状分析と将来推計の結果 

・ソフト連携シミュレーション案 

第３回 令和３年 

３月 24日,25日, 

29日,30日 

・ソフト連携シミュレーション結果 

・ハード連携シミュレーション案 

第４回 令和４年 

10月 11日,14日, 

17日,18日 

・プランたたき台（ハード連携シミュレーショ

ン結果を含む。） 

第５回 令和４年 

12月 22日,23日, 

26日,27日 

令和５年１月 13日 

・プラン素案 


